
　　　　

R7 年 3 月 8 日

平日 10 時 30 分から 18 時 30 分まで

土曜・
学校休業日

8 時 30 分から 17 時 0 分まで

生体の生活リズム
健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性
みんなで協力する

主な行事等 ・施設公開（6月　日予定）　・ひとこしマラソン（11月2日予定）　・長期休み中の外出（福祉バスを利用・公共交通機関の利用）　・お楽しみ会等

営業時間 送迎実施の有無

あり　　　なし

※特定の学校送迎のみ
送りの送迎は基本的になし

家族支援
・家族からの相談に対する適切な助言等
・保護者からの要望に応じた対応

移行支援
・ライフステージの切り替えを見据えた将来的な移行に向けた準備（グ
ループホームの体験入所や、施設実習等）

地域支援・地域連携
・相談員、学校との情報連携や調整、支援方法や環境調整等に関する相談援助
等の取り組み

職員の質の向上
・事業所内研修（虐待防止・全体会議等）、外部研修への派遣
・安全衛生管理委員会の設置（ヒヤリハット、事故等報告等）

支　援　内　容

本
人
支
援

・生活習慣や生活リズムの形成（生活表から）・早寝、早起き　・3食の食事

・姿勢と運動、動作の基本低技能の向上　　・36の基本運動　　・細かな動作、3点持ちの確立

・認知の特性についての理解と対応　　・基本的な挨拶　・言語、ことば（口、舌を動かす、発声、発音、単語）

・コミュニケーションの基礎的能力の向上　・コミュニケーション手段の選択と活用　・場面に応じたコミュニケーション
・国語の4つの力を身につける・・・①考える力　②感じる力　③想像する力　④表現する力

・情緒の安定　・他者との関り（人間関係）の形成　・遊びを通した社会性の発達　・自己の理解と行動の調整　・仲間づくりと集団への参加

法人（事業所）理念

もう一歩すこやかな生活を願って・・・　　　愛と科学と実践
○ 乳幼児・学童期・青年期における訓練・療育指導
○ 成年期における職業訓練・一般就労支援および就労の場・日中活動の場の確保
○ 生活の場の提供および生活の支援

支援方針
・保護者様からの要望、個別支援計画を基にした支援
・「わかる」「わかった」・「言ってみる（伝える）・やってみる（見本を見せる）・やらせてみる（子どもが実践する）」

事業所名 放課後等デイサービス　ぱれっと 支援プログラム 作成日


